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抄 録

本研究は、子 どもを亡 くした遺族へのケアの実態 と看護師の認識か ら遺族ケアの課題 を明 らかにするこ

とを目的 とし、全国の小児専門病院及び小児病棟526施 設に勤務する看護師を対象に質問紙調査を実施 し

た。質問紙は131部 回収 され、回収率は24.9%、 有効回答率100%で あった。

実施 しているケアには、葬儀参列、知識や情報の提供、遺族会やサポー トグループの紹介などがあった

が、104施 設(79.4%)の 看護師が遺族 ケアの充実が必要であると回答 していた。実施上の問題 として、

〈時間 ・場所 ・マンパ ワーが不足 している〉〈遺族ケアを行 うための予算が確保できない〉〈遺族ケアの必

要性の認識が不十分である〉〈心理的 ・身体的 ・時間的負担が大きい〉〈遺族ケア能力のある人材が不足 し

ている〉〈遺族ケアの具体的方法が システム化 されていない〉〈ケースにより求められるケアが異なる〉

〈担当看護師の移動によりケアの継続がむずか しい〉〈子 どもが亡 くなるケースが少ないため遺族ケアの実

践意欲が続かない〉の9カ テゴリーが抽出された。対象者数や方法、実施費用などを考慮し、各施設の状

況に応 じた遺族ケアのあり方について検討 してい く必要があると考えられた。
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I.は じめ に

大切 な家族 との死別 は、人生の中で も精神 的 シ

ョックの大 きい出来事であ る。死別に よる様 々な

悲嘆反応 は、正常 な心理反応であ るが、故人 との

関係 や愛着 の度合 いなどによって、反応 の表 れ方

が 異 な る と い わ れ て い る(C.M.パ ー ク ス,

2002;C.M.サ ンダー ス,2000;鈴 木,2006;宮

林,関 本,2008)。C.シ ュー トダ ッシャー(2000)

は、 わが 子 を失 うこ との意 味 を 「自分 自身の一

部、 自分 の身体 の一部 を失 うこと」「自分 自身 の

未 来へ のつ なが りを失 う」 「自分 に愛情 を注いで

くれた もの を失 う」「自分 自身が高 く評価 してい

た素 質や才能 を失 う」「わが子 にか けた期待 が実

現 しない まま終 わる」「気力 も体 力 も失 う」 と述

べてい るように、最愛 のわが子 の喪失 は、深い悲

しみや苦悩 を伴 う体験 であ り、その事実 を受け入

れてい くには多 くの時間 とサ ポー トを必要 とす る

ことが考え られる。

また、大切 な家族 との死 別 を経験 した遺族 は、

死別経験 のない同年代の人 々と比べて、身体 的 ・

精神 的な問題 を多 く持 ち、死亡率 も高い ことが指

摘 され(鈴 木,2006)、 適切 なサポー トが得 られ

ない場 合 は、 病 的悲嘆へ の移 行 も危惧 され るた

め、健康増進、疾病予防の観点か らも子 どもを亡

くした遺族への グリー フケア を実践す るこ との意

義 は大 きい と考 える。

米 国では国が死別後の ビリーブメ ン トケア とし

て、 遺族 のサ ポー トを行 ってい るが、 わが 国で

は、診療報酬上の評価 がないこ とな どか ら、看護

研究の分野では、遺族ケアの必要性 についてあ ま

り論 じられて こなかった とい う経緯があ るといわ

れ てい る(倉 林,2005)。 しか し近 年で は、社 会

的 に緩和 医療 ・緩和 ケアの必要性が認識 され、成

人 を対象 とした領域 では、 ホス ピスや緩和 ケア病

棟 が年々増加 し、知識 ・技術 ・施設共に進 歩 ・発

展 して きている。 そ して、一般病院やホス ピス ・

緩和 ケア病棟 では、何 らかの形で遺族ケアのプロ

グラムを提供 し、遺族への グリー フケアが 定着 し

つつあるこ とが報告 されてい る(坂 口,2005)。

しか しなが ら、子 どもを亡 くした遺族へ のグ リ

ーフケアの実態 についての調査報告 はな く、 それ

らに関連 した看護師の認識 について も明 らか にな

っていない。

以上の ことか ら、子 どもを亡 くした遺族への グ

リーフケ アの実態 とそれに関す る看護師の認識 を

明 らか にす ることが必要 である と考 えた。

Ⅱ．研 究 目的

子 どもを亡 くした遺族へのケア(以 下遺族ケ

ア)の 実態およびそれらに関連 した看護師の認識

を明らかにし、遺族ケアの課題を明らかにするこ

とである。

Ⅲ.研 究 方法

1.研 究対象者

全国の小児専門病院及び小児病棟526施 設に勤

務する看護師

全国の小児専門病院及び小児病棟を調査対象 と

するにあたり、ホームページで公開されている小

児白血病研究会(JACLS)、 東京小児がん研究グ

ループ(TCCSG)、 小児がん白血病研究 グルー

プ(CCLSG)の 参加施設 と日本小児科学会のホ

ームページに掲載されている専門医研修施設のう

ち、重複 を避 けた526施 設 を対象 とした。 これ

は、小児がんの子 どもが入院している施設および

専門医の研修 を受け入れている施設では、小児の

病床数が確保 され、子 どもを亡 くした遺族へのケ

アを実施している可能性があると考えたからであ

る。

2.調 査期間

2009年11月 ～12月

3． 調査方法

無記名、自記式、郵送質問紙調査 とした。質問

紙の配布は、各施設の看護部長宛てとし、質問紙

の回答に適任と思われる1名 の看護師に配布 して

いただき、回収は記入後各自で返信用封筒に厳封

して郵送 してもらうよう依頼 した。

4.調 査内容

対象者の属性、遺族ケアのニーズ、遺族ケアの

対象、遺族ケアの実施状況、遺族ケアの報酬、遺

族ケアの必要性の評価、必要 と考える遺族ケアの

内容、遺族ケアを行 う上での問題や障害について

である。遺族ケアの実施状況については、坂口

(2005)が 行った調査項 目を参考にし、調査項 目
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の追加 ・修正を加えたものを使用 した。本調査前

に小児看護経験のある看護師数名にプレテス トを

行い、調査内容について検討を行った後に本調査

を実施 した。

5.分 析方法

量的デー タについては、MicrosoftOfficeExce1

2007を 用いて単純集計 を行った。 自由記載の質

的データについては、記述をコー ド化 し、類似す

るコー ドをまとめてカテゴリー化 した。データ分

析にあたっては、共同研究者間で検討を繰 り返す

ことによって、妥当性の確保に努めた。

6． 倫理的配慮

A大 学の倫理委員会の承認を得て実施した。調

査対象施設の看護部長に、研究の目的と方法、調

査内容、参加に関する自由意思の尊重、個人情報

の保護 と管理、参加による利益 と不利益につい

て、書面で説明した。看護部長の同意が得られた

場合に、対象者に質問紙を配布 していただいた。

対象者には、研究の目的と方法、参加による自由

意思の尊重、匿名性の確保、参加による利益と不

利益について、データ管理 と調査結果の開示等を

書面にて説明した。また、質問紙には、同意の意

思 を確認する項 目を加 え、同意の有無 を確認 し

た。

Ⅳ.用 語 の定義

本研究では、「遺族」を子 どもが亡 くなった原

因や治療経過の期間の長さを限定せず、子 どもを

亡 くす という体験をした家族 とする。また、「遺

族ケア」 とは、子 どもを亡 くす体験 をした家族に

対 して看護師自身が行ったケアとする。

V.結 果

1.回 収率 と対象 者の属性

質 問紙 は131部 回収(回 収率24.9%)、 有効 回

答数131部(有 効 回答 率100%)で あった。対 象

者 が勤務 す る病 院の設 置主体 は、公 立一 般病 院

47施 設(35.9%)、 公 立 大 学 病 院24施 設

(18.3%)、 私 立大学 病 院17施 設(13.0%)、 私 立

一般病 院17施 設(13 .0%)、 小児専 門病 院9施 設

(6.9%)で あった。小児看 護経験 年数 は、5年 以

上10年 未満 が37名(28.2%)と 最 も多 く、次い

で3年 以上5年 未満の34名(26.0%)、10年 以上

20年 未 満33名(25.2%)、3年 未 満 は19名

(14.5%)、20年 以 上 が4名(3.1%)で あ っ た。

(表1)

2.遺 族ケアの実態 と看護師の認識

1)遺 族ケアの実施状況

いつ も実施 して いる ケアで最 も多 か った もの

は、病院外 の遺族会やサ ポー トグループの紹介 の

9施 設(6.9%)で あ り、 葬 儀 の 参 列8施 設

(6.1%)と 手紙 送付8施 設(6.1%)が 次 に続 い

た。 また、 ときどき実施 しているケアで は、葬儀

参列38施 設(38%)、 知識 や情報 の提供26施 設

(19.8%)、 カ ウ ン セ リ ン グ の 紹 介26施 設

(19.8%)が 多か った。今後 も遺族 ケ アの実施 予

定 な しとの 回答 があ った もの は、各項 目 とも60

～90%を 占めて いた。(図1)ま た、子 どもを亡

くした遺族のケ アの実施状況 につ いては、104施

設(79.4%)の 看護師が ケアの充実 が必要であ る

と回答 していた。(表1)

2)遺 族 ケアのニーズ

大 きなケアニーズがあ る86名(65.6%)、 大 き

くはない がケ アニー ズが あ る28名(21.4%)を

合わせ る と87.0%の 看護師が遺族のケアニーズが

あ ると認識 していた。(表1)

3)遣 族ケアの対象

看護師が捉 えている遺族 ケアの対象 は、子 ども

の両親 ときょうだい59名(45.0%)、 子 どもの両

親 ときょうだい と祖父母42名(32.1%)、 子 ども

の両親20名(15.3%)、 フォー ロー ア ップが必 要

と思わ れ る家 族 のみ7名(5.3%)で あ り、遺族

を両親だけではな く、 きょうだいや祖父母 などを

含め て捉 えていた。(表1)

4)遺 族ケア に対する病棟スタ ッフへ の報酬

遺族ケ アの実施 は、すべ て時 間外の ボランテ ィ

ア36名(27.5%)、 ほ とん ど勤務時 間内であ るが

時 間外 はボ ラ ンテ ィア30名(22.9%)が 多 く、

時 間外 で も手 当 が支給 され る7名(5.3%)で あ

った。(表1)

5)遺 族 ケアの必要性の評価

遺 族 ケ アの 必 要 性 の評 価 を して い る は4名

(3.1%)で あるが、何 らかの指標 を活用 して評価

している ところはなか った。(表1)
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表1協 力者の属性と遺族ケアに関する看護師の認識N=131

人数(%)

所属する病院の設置主体 小児専門病院
公立大学病院

私立大学病院

公立一般病院

私立一般病院
その他

9(6.9)
24(18.3)

17(13.0)

47(35.9)
17(13.0)

17(13.0)

年齢 20歳 代

30歳 代

40歳 代

50歳 代以上

無回答

16(12.2)
41(31.3)

43(32.8)

29(21.3)
2(1.5)

看護経験年数 5年 未満

5年 以上～10年 未満

10年 以上～20年 未満

20年 以上～30年 未満

30年 以上

無回答

7(5.3)

17(13.0)
43(32.8)

49(37.4)

14(10.7)
1(0.8)

小児看護経験年数 3年 未満

3年 以上～5年 未満

5年 以上～10年 未満

10年 以上～20年 未満

20年 以上

無回答

19(14.5)

34(26.0)

37(28.2)
33(25.2)

4(3.1)
4(3.1)

遺族 ケアのニーズ 遺族 には大 きなニーズがある

大 きくはないが遺族のニーズがあ る

遺族 のニーズは少 ないがある

遺族 のニーズは全 くない

その他

86(65.6)

28(21.4)
13(9.9)

1(0.8)

3(2.3)

遺族 ケアの対象 子 どもの両親 とき ょうだいと祖父母

子 どもの両親 とき ょうだい

子 どもの両親

フ ォローア ップが必要 と思われ る家族のみ

その他

42(32.1)

59(45.0)

20(15.3)

7(5.3)
3(2.3)

病棟 スタッフへの報酬 勤務時間内で行 っている

ほとんどが勤務時間内であるが、時間外で も手当が支給 される

ほとんど勤務時 間内であるが、時間外 の場合はボラ ンテ ィアである

すべ て、時間外のボ ランティアである

その他

無 回答

21(16.0)
7(5.3)

30(22.9)

36(27.5)

27(20.6)
10(7.6)

ケアの必要性 の評価 ケアの必要性 を評価を してい る

ケアの必要性の評価を していない

その他

4(3.1)

120(91.6)
7(5.3)

遺族ケアの実施状況の認識 十分ケアで きてい る

ほぼケアができている

ケアの充実が必要である

遺族ケアは必要でない

その他

0(0)
4(3.1)

104(79.4)

1(0.8)
22(16.8)
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A.手 紙送 付

B.追 悼 会(遺 族 会)

C.追 悼 会 以外 の会(サ ポ ー トグル ープ)

D.病 院 以外 の 追悼 会(遺 族会)や サ ポ ー トグルー

プの紹 介

E.電 話連 絡

F.葬 儀 参列

F.葬 儀 参列

H.カ ウ ンセ リング紹介

I.知 識や 情報 の提 供(小 冊 子 の配 布 な ど)

1.い つ も 2.と き ど き 3.今 後実 施予 定 あ り 4.今 後 も実 施 予定 な し 無回答

図1子 どもを亡くした遺族へのケア実施状況N=131

3.看 護師が考える必要な遺族ケア

以下、〈 〉はカテゴリーを示す。

必要 と考える遺族 ケアについての自由記載か

ら、〈家族の後悔 を残 さないためのケアを行 う〉

〈子どもを失った家族のつ らさに寄 り添う〉〈起こ

り得る悲しみや悲 しみを癒す方法について説明す

る〉〈退院後の遺族のケアニーズを評価する〉〈退

院後の継続的なサポー トをする〉〈遺族が思いを

語れる場 を提供する〉〈祖父母やきょうだいにケ

アを行う〉〈遺族ケアの相談窓口をつ くる〉〈遺族

ケアの連携体制 をつ くる〉の9の カテゴリーが抽

出された。(表2)

4.看 護師が捉えた遺族ケアを行う上での問題や

障害

看護師が捉えた遺族ケアを行う上での問題や障

害についての 自由記載から、〈時間 ・場所 ・マン

パワーが不足 している〉〈遺族ケアを行うための

予算が確保できない〉〈遺族ケアの必要性の認識

が不十分である〉〈心理的 ・身体的 ・時間的負担

が大 きい〉〈遺族ケア能力のある人材が不足 して

いる〉〈遺族ケアの具体的方法が システム化 され

ていない〉〈ケースにより求め られるケアが異な

る〉〈担当看護師の病棟異動によりケアの継続が

むずか しい〉〈子 どもが亡 くなるケースが少ない

ため遺族 ケアの実践意欲が続か ない〉の9の カテ

ゴリーが抽 出された。(表3）

Ⅵ.考 察

以下、〈 〉はカテゴリー、「 」はサブカテゴ

リーを示す。

1.子 どもを亡くした遺族に行われているケアの

実態と課題

遺族ケアのニーズがあると認識している看護師

は約9割 であった。また、ケアの充実が必要であ

ると認識 している看護師 も約8割 を占めていたに

も関わらず、今後 も遺族ケアを実施する予定がな

いという回答が多かった。

遺族ケアが実践できない要因のひとつには、時

間やマンパワーの不足がある。現在治療中の子 ど

もやその子 どもを支える家族に対する看護業務は

第一に優先されるべきものであ り、子どもを亡 く

した遺族へのケアが必要であると認識 していて

も、現実には実践できないという現状があるので

はないか と考えられる。

また、遺族ケアが看護師のボランティアで行わ

れているという状況をみると、看護師個人の遺族

に対する思いに支えられていることが考えられ、

看護師の時間的 ・精神的負担が多 くなることは、
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表2看 護師が考える必要な遺族ケア

カテ ゴ リー サ ブ カ テ ゴ リー

家族の後悔 を残 さないためのケアを行 う
闘病 中に親役割が果たせるようにケアに参加 して もらう/

闘病 中に思い出をつ くる/看 取 りのケアを充実する

子 どもを失 った家族 のつ らさに寄 り添 う
子どもを失った喪失感や罪悪感な どをケアする/

悲 しみ を一緒 に受け止める/家 族の悲 しい思いを傾聴す る

起 こり得 る悲 しみや悲 しみを癒す方法について説明する
これか ら起こ り得 る悲 しみについて説 明す る/

遺族 ケアの存在 を家族に伝 える

退院後 の遺族のケアニーズを評価する 退院後の遺族 のケアニーズを評価する

退院後の継続的なサ ポー トをす る
退院後 も継続 してサポー トす る/グ リーフカー ドや手紙を送 る/

家庭訪問な どで遺族の経過 を見守る

遺族が思 いを語れる場 を提供す る
遺族が思いを語れる場 の確保や紹介をす る/遺 族会 を結成す る/

子 どものこ とや家族の頑張 りについて家族 とスタ ッフで語 り合 う

祖父母や きょうだいにケアを行 う
両親 を支える祖父母へ の援助 をする/

きょうだいに対 して、亡 くなった児の ことが理解で きる関わ りをする

遺族 ケアの相談窓口をつ くる 相談窓口をつ くる/遺 族か らの相談があった ときに応 じる

遺族 ケアの連携体制 をつ くる 専門家 と連携で きる体制 をつ くる/地 域 と連携す る

表3看 護師が捉えた遺族ケアを行う上での問題や障害

カ テ ゴ リー サ ブ カ テ ゴ リー

時 間 ・場 所 ・マ ンパ ワー が不 足 して い る 時間的制約がある/場 所が確保で きない/マ ンパワーが不足 している

遺族 ケアの予算が確保で きない
ボランティアで行 わなくてはならない/費 用が確 保できない/

病院の収益につ なが らない

遺族 ケアの必要性の認識が不十分である
必要性の認識に格差がある/病 院組織 の許可が得に くい/

病 院組織が遺族 ケアの必要性 を感 じていない

心理的 ・身体 的 ・時間的負担が大 きい 看護師の心理的、身体的、時 間的負担が大 きい

遺族 ケア能力のあ る人材 が不足 している
遺族 ケアがで きる人材が不足 している/

遺族 ケアの知識や能力が不足 している

遺族ケアの具体的方法がシステム化 されていない

実際 にどこまで介入 して よいかわか らない/ど の ように声 をかけた らよい

かわからない/電 話や手紙を出す時期 に悩 む/医 療 者の押 し付けになって

いないか心配 になる/遺 族ケアのマニュアルが ない/チ ャプ レンや心理士

との連携 が取 りにくい/個 人情報や倫理的配慮が難 しい

ケースに より求め られるケアが異なる

ケースによ り遺族ケアの方法を変化 させ なけれ ばならない/遺 族が子 ども

の死 を受 け入れ られない/文 化 や宗教的 な問題があ る/母 親 と父親では受

け止め方が違 う/医 療者 を避けている遺族に どう関わるか

担当看護師の病棟異動 によ りケアの継続がむずかしい 担当看護師の病棟異動 によ りケアの継続がむずか しい

子 どもが亡 くなるケースが少 ないため遺族 ケアの実践

意欲が続 かない
子 どもが亡 くなるケースが少ないため遺族ケアの実践意欲が続かない

積極的な遺族 ケアの取 り組み に対す る看護師 の意

欲を欠 く要 因 となって しまってい ることも推 察で

きる。

さらに、遺族 ケアを実施 している中での問題 と

して、 プライマ リー ナースが遺族ケアを担 当 して

いる場合 には、〈担 当看護 師の病棟異動 に よ りケ

アの継 続が むずか しい〉 こ とが挙 げ られてい た。

遺族 ケアを個人的努力 にゆだねるのではな く、小

児 の緩和 ケアの一つ として位置づ けてい くこ とが

必要であ る(中 村 美,中 村伸,荒 木他,2006;野

中,2007)と いわれている ように、病院組織全体

として取 り組む姿勢が必要 である と考 える。

遺族 ケア を病 院組織 で取 り組 む とい う点 では、

遺族 は患 者 とみな されないために遺族 ケアを提 供

す ることは病 院の収益 にはつ なが らず、経済的側

面か ら考える と、遺族 ケアを実施す るための体 制

を整 えに くい とい う状況が ある。 また、子 どもの

死亡数は大 人に比べ て少 な く、子 どもを亡 くした
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遺族の相対数が少ないために、遺族ケアのシステ

ムの未整備に切迫感を感 じていない可能性 も考え

られる。しかし、遺族ケアのニーズがあるという

ことを鑑みると、病院や病棟での遺族ケア対象者

の数、遺族ケアの方法 と実施費用 などを考慮 し、

それぞれの状況に応 じた遺族ケアのあり方につい

て検討 していく必要があると考える。

また、看護師は、「実際にどこまで介入すれば

いいのかわからない」「医療者の押 し付 けになっ

ていないか」などの思いを抱 きながらケアを行っ

ていることも明 らかとなった。どれ くらいの遺族

がケアを必要としているか、どのようなケアを必

要 としているのかなどの遺族のニーズの把握をす

ること、提供した知識や情報の内容は適切であっ

たか、カー ドの送付時期や回数はどうかなどの遺

族ケアの評価 を行 うことにより、 より良い遺族ケ

アの実現が可能となると考える。

さらに、看護師が捉えた遺族ケアを行う上での

問題 として、〈遺族ケアの必要性の認識が不十分

である〉〈遺族ケア能力のある人材が不足 してい

る〉などが挙げられていた。死別悲嘆やグリーフ

ケアに関する国内の論文数は、2000年 に入 り少

しずつ伸び、グリーフケアへの関心が高まってき

ている(宮 林,坂 口,田 子,2007)と いわれるよ

うに、遺族ケアへの関心が向けられるようになっ

て、問もないために、看護師の遺族ケアの知識や

必要性の認識が十分ではないことが考 えられる。

個人的に院外の研修会に参加 している場合や施設

により緩和ケアチームによる研修会や病棟での学

習会などを行っている場合 もあり、 より適切な遺

族ケアを行 うためには、看護師の教育 ・研修の充

実が望まれる。

2.子 どもを亡 くした遺族ケアに関する看護の示

唆

看護師が必要 と考える遺族ケアの内容 として、

「闘病中に親役割が果たせ るようにケアに参加 し

てもらう」「闘病中に思い出をつ くる」「看取 りの

ケアを充実する」などの 〈家族の後悔 を残 さない

ためのケアを行 う〉 とい うことが挙げ られてい

た。遺族ケアは、子どもが亡 くなってから行 うも

のではなく、遺族ケアには、終末期からの家族ケ

アを含んでいると認識 していることが考えられ

る。遺族の悲嘆過程 は、死別後 に始 まるのではな

く、終末期や救急措 置の段 階か らの予期悲嘆 とい

う形で始 まるため、遺族 ケアは死別前か ら死後 ま

で継 続 的 に行 われ るべ き もの であ る(瀬 藤,丸

山,2010)。 遺族 ケア を特別 なケ ア として捉 える

のではな く、遺族が後悔や罪悪感 を持つ ことが な

い ように、終末期 の看護 ケアを充実 させる ことが

必要であ り、 日々のケアの充実が遺族ケアにつ な

がっている とい う意識 を持 ちなが らケアす ること

が重要 である と考 える。

また、遺族 ケアの項 目の うち、知識 や情報の提

供 をいつ も実 施 して い るの は、7施 設(5.3%)、

とき どき実 施 は26施 設(19.8%)で あ り、今 後

実 施予 定あ り11施 設(8.4%)、 今 後 も実施予 定

な し82施 設(62.3%)で あ った。 また、 手紙 の

送付 をいつ も実施 しているのは、8施 設(6.1%)、

とき どき実施 は16施 設(12.2%)、 今後実施予 定

あ り18施 設(13.7%)、 今 後 も実施 予 定 な し85

施設(64.9%)で あ った。看護師が必要 と考 えて

い るケ ア と して、 〈起 こ り得 る悲 しみ を癒す方法

について説 明す る〉が挙 げ られ ていたが、今後 も

実 施予 定 が ない施設 が多 い こ とが 明 らか に なっ

た。パ ンフ レッ トな どを用いた知識や情 報 を提供

す るこ とや手紙や カー ドの送付 は、時間的な労力

や専 門的 なス キル を要 しない ことか ら、比較 的導

入 しやす いケア内容 と考 えられ るため、今後導入

を検討す る意義があ ると考える。

遺族ケ アと して 〈遺族 が思い を語 れる場 を提供

す る〉 ことについて、多 くの看護 師が必要 なケ ア

で ある と認識 していた。具体 的 な方法 としては、

遺族が病棟 に訪れた時に話 を聞 くこ と、遺族会 の

開催 、 自助 グループやサポー トグルー プを紹介す

るな どであった。 しか し、病院側が主催する遺族

会の開催 や遺族会 やサポー トグルー プの紹介 は少

ない とい う実態 であった。 よ く知 られている遺族

会 としては、生 と死 を考 える会でのサポー トグル

ープの活動(鈴 木 ,2003)や がんの子 どもを守 る

会 の 分科 会 と して の遺族 会(池 田,2003)が あ

る。 また、 当事者が運営す る自助 グループ も各地

にある と思 われ るが、専門機 関ではない ことや ホ

ームペ ージを公開 していない場合 も多 く、遺族が

地 元の情 報 を入手 す る こ とが 困難 であ る(大 久
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保,2010)。 病 院で遺族会 を開催す る ことが 困難

であ る場合は、遺族 会やサ ポー トグルー プ、 自助

グルー プの紹介 がで きる ように情報 を得てお くこ

とが必要である と考 える。

Ⅶ.研 究の限 界 と今 後の課 題

本調査は、全国の小児専門病院および小児病棟

を対象にした実態調査であったが、回収率が約3

割と少なかったため、この結果のみで小児看護全

体の遺族ケアの実態 を言及することは困難であ

る。今後は、遺族ケアを実施している状況につい

て個別に調査 し、より詳細な状況を把握 していく

必要がある。
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